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古典議会政治の成熟と転形

－英国国民代表法の拡充期を中心に－

山下 浩

歴史学でいう議会政治parliamentarygov‐

ernmentとは,国民の選ぶ代議員で構成された議

会によって，国家の意志が決定される政治方式

のことである。それは近代議会史の中で

も，presidentialgovernmentと対比される。

史上それは権利の章典や３年議院法の再制定

などによる名誉革命体制の確立によってはじめ

て英国で実質的に成立した。したがって歴史を

湖って１３世紀以来700年間英国に存在した議

会史全般が対象となるのではない。身分制議会

の議会活動parliamentarypoliticsやヴィク

トリア前期のクラブや両院で，所属政党に責任

を負わぬゲームとゑなされた議会活動parlia

mentarypoliticsのことではない。（１）

議会政治の成熟は英国政治発展史の漸進性に

具現された。1832年の議会改革（すなわち国民

代表法）(2)とこれに基づき改革された下院

こそが国家意志を決定する主権機関「何事をも

なしうる」議会となった。

この改革は，混合政体を変容させ，新しい代

表観念と立法による法改革を展開する時代をも

たらした。１８世紀の実質virtual代表制観念(3)

を揺がせた。１９世紀の国民代表法とその改正，

議席の再配分は代表観念を変え，議会政治のあ

り方を変えてゆく。

(3)ｃｆＫｅｍｐ，Ｂ,，応'２９α"‘Ｃｂ加加ojzs,１６６０～1832

1958．Ｐ､９５．

Ｉ

いわゆる第２回選挙法改正は選挙制度に限れ

ば二つの要点をあげうる。ａ）戸主およびｄｅｌＯ

間借入選挙権と称しうるもので，都市の賃労働

者や手工業労働者に選挙権を拡張した。ｂ）従

来の選挙区を基本としながらも，少数代表条項

で，制限・連記方式を－部の選挙区に導入し

た。（１）

なお（ａ）の都市選挙区boroughで新たに資

格を得た者が普通最も強調されて来た。この戸

主とは,その選挙区内で１２か月間住居を所有者

または借家人として占有し，これに居住し，し

かも救貧税を支払った者が最低条件である。こ

の戸主原理は第３回改正で県選挙区countyに

も適用され，1918年の２１歳男子普選までまさ

に５０年間存続した。議会政治の「母国」だと

いうなら普選実施は驚くべく遅い。党派を超

えた議会指導者として統率の才を発揮したディ

ズレーリとダービの保守主義のしたたかさをこ

そ確認すべきであろう。

ｄｅｌｏ間借入とは，その選挙区内で年価値ｄｅ

ｌＯ以上の貸間に間借人として１２か月間居住し

た者のことである。（２）

他方（ｂ）による比例代表制の導入は第３回

改正を通過させる条件として，ソールズベリの

保守党と上院により，提案者グラッドストンの

自由党が呑まされた小選挙区制（1885年の議席

註

(1)Smith,Ｆ､Ｂ,ゴルＭｚﾉｾﾉ"gcWheSbco"‘ＲG3/b?､"ｚ

Ｂｆ/21966.Ｐ・ｉｉｆｆ

(2)RepresentationofthePeopleActl83２（2＆３

Will.Ⅳ,ｃ４）

昭和56年４月３０日受理
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governmentへと，ないしは両者の結合へと導

く送還効果を示した。責任内閣の基準は責任を

もって，機能の範囲内で、有能に行動すること

だ。それは法的機構ではなく法が一切関知しな

い機構なので，(6)その技術的責任を越えてまで

責任を負うものではなかった。ところが新しく

要求に応じ，有能な，技術的に責任を負う応答

政府が求められはじめたのである。（７）

第２回議会改革期には自由党内に，組織的に

も理念にも，院外の要求に対応しようとするブ

ライトら急進派と，パーマストンに代わるべく

下院指導者へのパスポートを求めたグラッドス

トンをめぐる改進的自由党派が存在し，応答政

府的性格を加味しようと模索していた。しかし

ホイッグ中堅層に責任内閣の高官であり続けよ

うとする勢力もいぜんとして強かったのであ

る。政党が実際に選挙結果に復命しなければな

らなくなるまでには「政党による統合」を推進

する理由がなかったのだ。

両基準の均衡は気むずかしいが，第２回改革

に萌し，1880年総選挙を画期として責任内閣か

ら，応答政治へと力点が移る。ここに初めて国

民指向の政党が登場する。（８）

1850年代に始まる二党制は，しばらくdiar、

chy的性格が強く，一部の党派が民意を反映す

る。それまでの政権が長期安定政権であった

のに対し，これ以後は政権交替が常となる。

保守党と自由党との政権争いは、それぞれの

前身であるトーリとホイッグの争いとは異なる

様相を呈した｡1832年以後1915年まで､同一政

党が引き続き１０年以上政権に座ったことはな

い。ヴィクトリア治政65年間に（一時辞職した

のち短時日に復権したものや，ウェリントンの

臨時政権〔1834年〕を加えなくとい２０内閣が

交替した。

再配分法）によって短命に終った。

いわゆる第２回選挙法の大宗は1867年７月

１５日に下院を通過し８月１５日に成立した「イ

ングランドとウェールズにおける国民代表を規

定する法律｣である。なお翌1868年に成立した

スコットランドとアイアランドについての改正

法，議席再配分法，イングランドとウェールズ

の７０選挙区への拡張法がある。したがって第２

回選挙法改正の結果とは1867.68両年成立の

法律によるものとなる。

この改革による有権者増はイングランドと

ウェールズとで1866年に105～６万とされて
、

いた有権者数が1868年には約200万になった。

88％増である。(3)連合王国全体では1866年の

135万人余から1868年には247万人余へ，約

112万人,82.5％増である。ただし有権者が総人

口の約８％に止まる。これは第３次改革による

有権者が総人口の１２％に止まっていることか

ら,(4)県選挙区の農村労働者,鉱山労働者を圏外

に残したことより，戸外選挙権原理と登録制度

にその主因が求められる。

三次にわたる議会改革は，産業資本家，都市

労働者,農村と鉱山の労働者を憲政に参画させ，

議会政治そのものを大きく変えていく。

議会政治の古典的展開は，まず選挙民に党綱

領を示して勝利した第２次ビール内閣が，反対

党に推された議長を留任させ，議長の中立性・

絶対性を確立した1841年に具現した。

また政界の内部区分だった部分としての原政

党protopartyが現代に繋る全体としての国

家システムの一つに変質した。合意の達人パー

マストンによる「国民政党」化が，下院指導者

ＬｅａｄｅｒｏｆｔｈｅＨｏｕｓｅｏｆＣｏｍｍｏｎｓなる敬称

が熟語として定着した時期と重なる。首相ない

し副首相格として政府，与党議員，野党，それ

に下院全体に対して責任を持つ要職下院指導者

が定着し，たちまち，その役割が頂点に達した

ことである。（５）

代議制の民主化はさらに責任内閣respon‐

siblegovemmentから応答政治responsive

註

(1)，.L・Keir，フルＣＤ,Cs/伽加”/HKS加ｒｙｃＷＭＭｂｍ

Ｂ河、/〃ｓｊ"ｃｅｅＺＷ５，1966,ｐ､469.
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(2)IbjZf，ｐ､416；Ｃ・Stephenson＆Ｆ、GMarcham，

Ｓｂ"'1c巴SCI/Ｚ)ZgﾉﾒＳＡＣＤ,鮒加//o”ノHXsjo〃，1937,

ｐｐ､744～6．RLSchuyler＆，ＣＣ､Weston，Ｂ'４ｉｔＭ

ＣＤ'zs"雌ｊｍ"α/Ｈ私sねrysj"“1832,1957.

(3)Ｋ・BSmellie，ＡＨｂＣＭ１ｅ‘ｈｚ応ｑ／BZg/幼

Ｇ”e””e"/,２ｎｄｅｄ,1950,Ｐ､327.

(4)ﾙﾉﾋｆ

(5)CfMorrison,Ｈ､,CCZﾉc7a》z"zc"Ｍ〃〃〃jzz”e"/：Ａ

ＳｂＣ”妙加腕仇ｅＤｚｓﾉﾋﾉb，Oxford，１９５４

Birch，ＡＨ.，フルＢ９ｉｔＭＳｙｓ/e叩ｑ/ＣＯ"e”ｗｅ"４
１９７３

(6)CfMaitland,Ｆ、Ｗ､，Ｔ７ｂｅＣｂ,zs"伽/jjlzcz／ＨⅨsわび

ｑ/ＥｸZgltz"αCambridge,1908.Ｐ､387

(7)Birch，Ａ、Ｈ､，Ｒ"”Sc"ｍｔｊ"eα"‘ReSPo"sjbん

ＣＯ””歴"ム７ｔｈｅｄ、１９７９（1964）ｐｐ、７４～75115.
165ｆｆ

(8)ＩｂｊＺＬＰ７５．

民がチャーティスト公会で選出した代議員との

権利・義務問題にとどまり，所詮r二つの議会」

論にとどまった。しかも決定的な時機に彼らは

彼ら自身が選んだ指導者の行動指令に従わな

かった。行動のスタミナも不足していたので

あった。（３）

このような時代の幻想はその後，英国労働者

階級の性格を持徴づける。確乎とした団体的階

級意識をもちながら，殆んどへゲモニーのない

イデオロギーにとどまる性格がそれであった。

労働者階級が別回路に組織されたことを追認
する社会民主主義的な1851年のチャーター・

ソーシャリスト綱領も自由党左派の吸収力に勝

てず議会民主化における二つの道は対抗思想と

しての自由・民主主義の優位で進行する。

1832年改革に基づく同年の総選挙には，畏敬

する上流階級に受けいれを求めて服従的な

deferential中流階級が中間階級と別れて国政

に参加した。主として第２回改革（－部は第３

回）には，新しく国政参加の品格を持ち，「体裁

よく(respectable)｣なった熟練労働者層が参政

権を得たわけである。

叙上の諸点から従来の「革命的」状況説は第

１回，第２回いずれにおいても限定されなけれ

ばならない。１８３１／３２年にＪ、ミルらはホイッ

グに改革を行わせようとする院外からの圧力

をあふった新聞，雑誌，小冊子によせる世論を

醸成し，政治家との会見や書翰を用いて革命の

イメージをふりまき，もし，改革が円滑に遂行

されないならば，英国にも七月革命のような事

態が起こるだろうと警告した。近年まで革命状

況説が根強いのは，さらにプレイス文書の史料

批判の不足によっており，プレイスらがさほ

ど深刻でもなかった無秩序を誇張し，「革命」の

脅威を,尤もらしく潤色したのは史実と隔る゜(4)

とはいえホイッグ政府が，予知しうる近い将

来における革命への脅威を恐れ，まだ手遅れに

なっていない不満を和らげ，革命の根を予め除

いたのだった。急進派の世論操作と，その圧力

を柔らげ,吸収するホイッグ左派との合作が｢革

Ⅱ

議会寡頭政は最初の「革命的」攻撃を受けた

とき,ホイッグ左派によるdelo店主なる「庶民」

偶像づくりで切りかえしたが,この1832年改革

法成立は譲歩の第一歩となった。（１）

他方，1832年の「革命」脅迫による改革実現

に動員され，しかるに参政権から排除され続け

た勤労人民側は1831年春に結成された労働者

諸階級等の「全国同盟」をその最左翼にもって

いた。この「同盟」は早くも道徳力派と実力派

の先駆をもち実力派・左派は人民主権論に立っ

て，国民休日→全国民公会→成文憲法作成とい

う三段の直接行動計画をもっていた。だが人民

が団結しさえすれば，支配者側は戦わずして降

伏するという時代の幻想で鳥散霧消した。（２）

１８３９．４２．４８年のチャーティストの国民公

会もまた，主権が人民にあるとすれば，可能な

ら平和裡に道徳力で，三度目の国民請願もまた

流産するならば次善の，とっておきの手段とし

て，既成下院にとって代る人民の対抗議会を永

久に閉会せずに持続すべきだ，とチャーティス

ト大衆に訴えた。これらの対抗議会案は非合理

的神話としての機能を見出したが，外来の人民

主権論は英国民には活着せず，主権が人民と人
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義の殿軍＝狭義ホイッグWhiggeryが宗家の

嗣子（ダービ）を追いだし，旧トーリ（ペーマ

ストン）を養子に迎えることによって，派閥連

合政権を楽しむ。

議会政治の成熟度はその民主化によって測ら

れる。チャーティストの人民憲章として有名な

人民憲章６か条は任期を１年以内とし必ず毎年

総選挙を行うという「１年議院制」という現実

離れした１条を除いて１８５８年から１９１８年ま

でにいずれも日の目を見た。この点を運動のイ

デオロギー性を評価する研究者は触れないが，

どの要求も運動中には実現せず，むしろ運動が

終息した1850年代から別集団の運動により実

現した。議員候補者の財産資格廃止（1858)，無

記名投票制（1872),均等選挙区〔実は小選挙区〕

制（1885)，議員への歳費支給（1912）２１歳以上

の男子普通選挙権（1918）に見られるように勇

ましい運動思想史にとっては意外にも穏健な５

か条であり，小選挙区制などは自繩自縛の要求

というべきであり，(8)また普選といっても２１歳

以上の男子という他の先進諸国では当然のもの

であった。とりわけこの限定つぎ普選が限定条

件そっくりに第一次世界大戦後に実現したのは

皮肉である。

因みに普選が50年間遅れたのはまさにディ

ズレーリの戸主選挙権法という一味違った保守

主義の原理が勝ったことを意味している。

命状況」の源泉だったのである。（５）

ホイッグ党グレイ政権にはスタンリ（のち

第２回改革の首相ダービ伯となる）アイァラ

ンド相が熱心な議会改革支持者として閣外相の

筆頭に座り，大臣名簿で三番後にラッセル支払

長官が並ぶ。議会改革の提案説明に立ったラッ

セルは法案成立に大功を立てた｡彼が1832年の

議会改革をfinalなものだという演説（1837

年)を行ったのが従来そのまま定説とされていた。

しかし「最終的な」が意味する所は「現時点に

おけるもっともな不満の種を永久的に｣(6)除去

するという意味にとる研究が現われた。ラッセ

ルらホイッグ政権左派は将来の政府が新たな代

議権を認める可能性を否定せず，むしろそうい

う将来の譲歩を容易にするものとして彼らの改

革法を位置づけた，と考えられるのである。

議会改革の戦略としてはfinaltyJackとい

う異名をあえて否定した形跡なしに，「最終的

な」とは反対に1832年改革を最初のものとし，

進んで第２回改革をねらった所に，垂直的選挙

権拡張を続けざるを得ない最後のホイッグ党首

の立場を見出すべきであろう。

古典議会においては，政党がポスト獲得への

政治的単位となり，規律を働かせ得ず，高度に

操縦可能性の強い集団だった。ゆえにこの時代

の議会政治は特に政党に対して有能な下院指導

者を必要とした。また党規律の弱さは指導者へ

の道を他のどの時代にもまして容易に強行突破

する可能性を与えていた。

第２回改革に至る領袖たちの中でも，たとえ

ば1834年,ラッセルはグレイ伯がホイッグ党の

党首後継者としていたスタンリをアイァランド

教会討議に際し,一撃にして倒し，自らにホイッ

グ党下院指導者（46～52年の首相）の地位を確

立した。1852年パーマストン子爵（アイアラン

ド子爵だったので下院指導者になり得た）は，

自らを罷免(51年１２月）したラッセル首相にし

かえしをし，ラッセルに代ってホイッグ党の指

導権を獲得する足場を築いた。（７）

こうして出現したパーマストン体制は保守主

註

(1)３Hzlzsczm64,ｐｐ,402-3.

(2)ＲＭＧ，２１Ｊｕｌｙ1832,3Ａｕｇｌ８３３；２２０ct､１８‐

３１；LProthero，‘ChartisminLondon'，ＰＰＮｏ４４

(1969)ｐｐ､163～4.ＡＪ､Ｓ・Riiter,WilliamBenbow'ｓ

ｏ、α"‘Ｍﾒｶﾞ０ｍﾉＨＤ/jZ2zZyα"ａＣｍｇ７１ＢｓｓｑﾌﾟﾉﾙＰ、伽c‐

""ｅＣ肱sses(１４Janl832）ｆＲｑ／ＳＭｚノＨ私sわれ１．

(1936),pp230-233．

(3)Ｔ、Ｍ・Parssinen，《Association，Conventionand

Anti-ParliamentinBritishRadicalPolitics

l771～1848'，Ｅ》ＺｇＨＲ.，１xxxrii，1973.

(4)Ｃｆ、ＤＪ，Ｒｏｗｅｅｄ，IntroductiontoLo"Z！ｏ〃
RZzZﾉ〃/is"Ｉ別O～1843,1970ｐｐ、xxvii；Ｄ、Ｊ

Ｒｏｗｅ，FrancisPlaceandtheHistorian'，ﾌﾞル
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繋していた。本節ではこれらを下院フロントの

濾過過程で承，諸党派の戦術配置を確認しつつ，

改革への包括的解決をｈｉｇｈpoliticsとしてゑ

てゆこう。（２）

ＨＺｓｍ,ajCzzﾉﾉｂ""zczllXVI,１(1973)ｐｐ､61-62.

(6)ｃｆＪ､Hamburger,〃腕ＧＳＭﾉﾉα"ｺﾞﾉﾉｂｃＡ汀ｑ/ルー

〃0/〃わ"，１９６３ｐｐ､５１も8,261,273.

(7)ＪＭ・Smith，EarlGrey'sCabinetandthe

QbjectofParliamentaryReform'’７肱ＨＨＳ加沈zzノ

ノ.，ＸＶ,1,1972,ｅｓｐｐｐ､７３－４．

(8)ＷＢ.,Pemberton,ＨＪ航e耐o",1954,ｐ､１９７

(9)Ｈ・Hetherington，Ｔｈｅ〃”んｂＣ〃z腕γ；Ｍ'２９伽

QZCZ〃ｃｑ/α〃Act'０伽zﾉ枕/bγ幼e力Js／Rep''８se"‐

施励〃ｑ/､肋epcO此ｑ／Ｇｍｔａ伽/〃α"`・肋伽ゴ

ノ卯伽Ｃｂ加加o"s，H0zdseq/ＰＭｍ〃e"４，．ｄ特に選

挙区の項とそれへの第三版原注参照。

１アドラムの洞窟派一エルコゥを中心に

１８６６／67年の下院は,議会改革という，むし

ろ平議員達に早々に影響する争点を論議したた

め珍しく大きな活躍の機会が平議員たちにも与

えられた。ただし，彼らには情報と予見が明ら

かに不足していた。

この情報と予見の不足はアドラムの洞窟派領

袖に最も顕著だった。ゆえに洞窟派が，議会と

国中のペーマストン派の間に反映した雰囲気が

いかに強固であったにしろ，その経路が限定さ

れていた。

洞窟派は自分たちの選挙権に関する提案を押

しつけることに失敗した。のふならず，この派は

ｉ）党にグラッドストンに反対するよう自由

党員の感情を支配することにも，ｉｉ）グラッ

ドストンが，もし将来，党首になりたいのなら

ば，彼は鋭角に左旋回せざるをえぬ，という状

況を確定することにも，失敗した。

この失敗には多くの理由があるが，その大き

なものは，メムバー不足と中心人物エルコゥの

性格だった。エルコゥは，グラッドストンに対

する彼自身の敵意が自由党の多くの議員に共有

されているものと信じていた。彼は，彼らの不

安，危難，不確実性を過ってグラッドストンへ

の明瞭な対立とみなし，逆にディズレーリとの

同盟に転ずるものだと早合点し，それらを｢確信」

に置きかえていた。エルコゥは彼の側でディズレー

リがいかに些かしか譲歩しないかを識らいがた

め，また，自由党員が安定と進歩の拠り所と考

えている自由党を進んで破壊しないという点を

も軽視し過ぎたために，誤算をしてしまった。

他の洞窟派仲間と違ってエルコゥはホイッグ

でもリベラルでもなくビール派だった。彼は

ビールの保守主義が依拠したのと同じ派閥連合

の立場を，威張りちらした方法で表現した｡エル

Ⅲ

いわゆる単独「政党」による内閣の成立時

（1783）から今日に至るまで，英国は「二大政

党制」国家の典型とされてきた。しかし歴史を

見れば，英国は連合政権，少数党政権を何度も

経験している。

「二大政党制」という日本語の表現では，日

本の国技たる相撲のように，与野党が幹部席

frontbenchの前２４インチの赤い仕切り線を

隔てて相対時する二元支配の下院が想起され

る。実際にそれは支配階級として，交互に政権

を担当する統治者政党（およびそれに取って代

りうる議会内政党＝反対党）が対等の価値を

もって対時する。与野両党の共同統治diarchy

なのであった。

とくに「二大政党制」の典型期とされるディ

ズレーリとグラッドストンを指導者とした下院

は1846年から６８年にかけて，二党政治として

は，非常な混乱を極めていた。下院で絶対多数

を占める政権は一つも無かった｡1847年以降の

総選挙結果もさることながら，その結果，組閣

した自由党系内閣が派閥連合政権だったことが

問題だった。

特に第２回議会改革期（1851～67）は二党制

というにはあまりにも複雑な様相を呈してい

た。さらに新しい有権者になって行く熟練労働

者層がこの時期には中流階級の改革者たちと連
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コゥはまた他の大望を抱く政治家たちと同様

に，労働者階級と独自の提携先を持っていた。

すなわちスコットランド鉱山労働者のリーダ，

マクドナルドと。それにＧＪ､ホリョクと。

さらに1866／67両年にエルコゥがその院内唱

道者として係わったあの主従法を問題にしてい

たロンドン労働評議会と。それは将来のために

｢われわれと勤労諸階級とが適切な関係を保つ」

無害な方法を見出した，と称したものだった。

ところがエルコゥはあくまでビール流で，決

して〔保守党の代替中央機関〕カールトン・ク

ラブを去らなかった。エルコゥにとり，保守党

への｢復帰｣は自らの過去に違背するどころか，

保守党が,1846年の党分裂によって変位させら

れた位置から，広範な基盤をもつ和解・連合の

立場へ復帰させたことを認めることでしかな

かったであろう。

たしかにエルコゥは1866年会期中に与野党

に影響力をもっていた。自由党員に対しては改

革への民衆的利害が断固たる示威として展開さ

れず，彼らの本能的感情の表現を許していたた

めに，影響力をもちえた。他方で，保守党は改

革方向でホイッグ派をしのごうとしなかったこ

とが，こうした感`情を院内での表決に翻訳させ

たため，エルコゥは影響力をもっていた。

しかしこの1866年における有利な状況にお

いても，エルコゥは彼の異論を共有した自由党

員のすべてを率いて分派を組織するには至らな

かった。自由党反対派の異議は，単に法案の内

容に対する不服ではなく，ラッセル政権が与え

た印象，すなわち「その主張と利益が，現状を

転覆し，この国を革命化せんと望む人々のそれ

と一致している」ことへの不満であった。その

ため，自由党員間の不満が院内での表決に置換

される度合が，反対派の行動指令に左右されざ

るをえなかったのだ。

反対派領袖中，ホイッグ派に最も説得力・魅

力を感じさせたのはスタンリ〔保守党首ダービ

の長男〕だった。彼が動き始めた時，－時とは

いえそれに応える注目すべき状況が，党を超え

て自由党員たちの間にも見られた。しかるにグ

ラッドストンの状況処理ミスが1866年６月に，

異見の人々を－つにさせた時，誰が下院を統率

するにせよ，洞窟派領袖エルコゥは自派が反映

している感情をもっと考慮しなければならな

かったのだ。

エルコゥは保守党両院指導者が自由党の両院

指導者と同様に，彼と共に進むつもりのないこ

とを理解しなかった。エルコゥには内閣の政策

転換（２／２５日）と三閣僚辞任（３／２日）を

予見できなかった。他方ディズレーリは，その

際，自らの信頼性欠如を，急進派をとり込孜手

勢となしうる方向へ自らが移動して補い，しか

も己が基盤を固める戦略を立てていたのだ。こ

のシフトをエルコゥは予想できなかった。

エルコゥは３月３０日以後,ディズレーリ支持

に回ったが，ディズレーリがクランポーン印度

相辞任後，急進派寄りにシフトしたため元祖洞

窟派を，彼に従う分裂表決派たりえなくした。

1866年６月１８日には４０人以上の洞窟派が

エルコゥ，グローヴナーに従ったのに対して，

67年４月１２日に従ったのは,わずか２１人のみ

だった。５月９日には５０人以上の自由党員たち

がディズレーリに賛成投票したが，復活祭休暇

後，洞窟派は，その機能を失っていた。

こうした洞窟派失速の理由は複数だ。第一の

理由は，議案提出権が決定的にディズレーリに

移ったため中間派が突っ走る機会がなくなった

こと，第二に，ディズレーリが改革問題を－政

党の政略枠から解放した，という印象を与えた

ため，自由党を破滅に追い込んでも得るものが

ほとんどなくなった，ことを挙げうる。

洞窟派のほとんどは，他の多くの問題に関し

て，自由党〔本流〕と現実的意見の違いがなく，

自由党は新しい選挙権拡大により幾つかの選挙

区で，非常な強化を果す可能性をもっていた。

ここで１８６８年総選挙を介した自由派統一によ

るグラッドストン政権を先取りせよ，というの

は歴史学の枠を越えることになる。６７年中頃

の考察に帰れば，この時点で自由党は分裂し
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たままだった。とはいえ他方，改革にすべて反
対という障壁が保守党の手で除かれ，状況が

変わった。スタンリ外相ではなく下院指導者・

蔵相ディズレーリが保守党政策を管理し指揮し

ていた事実は保守主義同盟〔保守党と自由党右

派との〕の魅力をなくしたのだ。

①グラッドストンが野党にあってもその下

院指導者として,党本位の立場を主張したこと，
②フォスター，スタンズフィールド，コール

リジらがホイッグ派の統御力後退によって生じ

た空席を埋めはじめていたこと，③さらに自

由党支持の選挙民の多くがホイッグ派の逆行に

激しい敵意を抱いていたこと，－これら諸事

実が，従来と違って下院における第三党〔中間

政党〕への踏み込みを困難にしたのであった。

ホイッグを自由党から追い出せることを認めて

いた。また冬期の扇動も同じ働きをすると信じ

ていた｡６７年３月と４月に自由党領袖がブライ

ト見解に止目したこと，４月１３日におけるホ

イッグ派の敗北，そして５月に起ったグラッド

ストンの左旋回は,ブライトの自由党像に接近す

るステップを与えた。しかるにブライトがその

結果を想定していたか否かが疑わしい。彼は保

守党が受容可能な法案を提出するとは予想だに

しなかった。なぜなら，まずダービ内閣が存続

できぬ，と考えていたからである。この点，プ
ライトの計算は違ったのだった。

他方で彼はディズレーリの時流への敏感さを

尊敬してさえおり，機略縦横の切れ味を認めて
いた。しかるに1866／67両年の演説からブラ

イトが何を期待していたのかは明らかではな

い。彼は反動的ホイッグたちを根絶すべ<，
自由党内にくさびを打ち込もうとした｡しかも，
それによって従来より完全にグラッドストンを

つかまえておきたかったのだ。しかしブライト

が当初から,ディズレーリはトーリ党を説得し，
適当な法案を通過させうるなどとは予想できな

かった。またブライト自身の行動が自由党保守

派をディズレーリ支持に統合することを予想で

きなかった，とふられる。むしろ，ブライトは

下院が極めて反動的だと信じて，対応していた

のだ。彼は，結果を予測するより，とまれ対決

を望んだ。対決がブライトに大きな道を拓くも

のと，ゑていたのだ。ディズレーリに，その意

図以上に進ませようとした他の急進派議員と違

い，扇動がディズレーリをして，該議会で最も

安全かつ信頼できる改革派人士たらしめる，と
いう予測はもてなかった。

議会で最も安全かつ信頼できる改革人士に変

貌したディズレーリは,３月に洞窟派が彼を見捨

てなければ進まなかったであろう。ディズレー

リは，５月にブライトにより強いられたからで

はなく，自由党の支持を維持すべきグラッドス

トンの能力に対して，多くの自由党員たちが

疑いをもったため，実際，ディズレーリは極

２改革運動の威力媒介者プライト

ブライトの民衆扇動も（洞窟派戦略が自由党

指導権を抑制し,操縦することだったのと同様）
自由党の指導権をコントロールするためのもの

であった。

エルコゥは議会活動の知恵と正確な計算，ホ

イッグ派の恨糸とグラッドストンにある行動の

癖を剣用した。しかしブライトの武器は，正攻

法で誰もが行動せざるを得ぬ方針を，幅広く，
単純だが，不正確な所信として訴えることだっ

た｡1866／67両年のブライト演説は,企画意思の

強い表明で，心情と態度を専ら喚起する。広範

で，不均等ゆえに組織されていないが共感をも

つ公論を取り込むための演説だった。自由党の

底流をゆさぶり，ホイッグ派に彼の手札を見せ

るよう強い，急進派がホイッグ派を切り払うと

いうねらいであった。ホイッグ派へのこの襲撃

は成功したのだ。

５月１１日以降,グラッドストンがディズレー

リの策略に敗れた時，グラッドストンを改革連

合に駆けこませて提携をもたらし，改革連合を
拠点とする運動を提供した。これら諸事件の主

な仕掛人がプライトだった。

ブライトは66年７月に選挙を行えば,多くの
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めて広範な柔軟性を得，前進できたのだっ

た。

ブライトはｄｅ５選挙権を提案したに止まら

ず,さらに自由党を束ね保つ保障となるならば，

もしグラッドストンがｄｅ３ないしｄｅ４選挙権

を提案したとしてもこれをさえ支持したであろ

う。

グラッドストン案が審議されている間は，ブ

ライトと連盟とがｄＥ７案を支持していたので

闘争が全く起らなかった｡1866年７～67年３月

の間は保守党が戸主選挙権にまで譲歩する見

込みもなく，闘争できなかった。

1866年末のブライト発言は，ディズレーリ提

案が不満足なものに止まるとの仮定に基づいて

いた。

４月と５月に，ディズレーリが急進派を取り

込もうとねらったことこそが，法案可決にブラ

イトの圧力を必要とした。３月１８日～２６日に

説明されたディズレーリの法案は改革連合

の要求とさほど違わず，倒閣を約していたブ

ライトにせよ，他の議員にせよ，ディズレーリ

に政府破壊を遂行させる余地はなかった。この

状況下,ブライトはグラッドストンのｄＥ５提案

を進んで支持した。それはブライトの側で，グ

ラッドストンによる自由党の管理・指揮を望ん

だからであり，ｄｅ５案が下院で支持されれば，

倒閣につながるからであった。ブライトはこう

した状況判断からディズレーリを攻撃した。そ

れは①ブライトがディズレーリを下院指導者と

して生きのびるものと考えなかったからであり，

②一層の扇動ののち，ディズレーリがそれを

受容すれば，民衆運動の力を証明し，保守党の

士気を挫き，洞窟派に打撃を与えるだろうから

である。とりわけブライトは(a)自由党内での洞

窟派を窮地に陥らせ，（b)公衆的扇動運動におけ

る純然たる戸主選挙権で容易に止まろうとはし

ない部分の支持を維持すべく，ディズレーリに

圧力をかけ攻撃し続ける必要があったのだ。

ブライトの選好と目的は一義的でなく，おぼ

ろなので，まだ柔軟だった。３月１８日の法案に

よっては，バーミンガムで，あまり多くを得ら

れない，という動機があった。しかしブライト

と改革連合,（および４月１２日以後,結局コンス

タントな圧力に責任がある）グラッドストンは，

ディズレーリが，既存の選挙民の中枢部と繋ろ

うとしていたので，彼ら自身の政治的運命が，

将来，政治的意識の強い急進派労働諸階級の支

持を保つ，彼らの能力にかかっている，という

認識からも自由でないのだった。

こうしたブライトの認識に基づき，ブライト

らは，ディズレリーリに切り札を出して負け，

将来さらに切り札で負かされるのを恐れたの

だ。また同じ意味あいで，公衆運動は政府施策

決定に繋らなかったが，ブライトを据え，ブラ

イトの名とレトリックが運動をあの様に展開さ

せた。現実に起った通りにさせる要因となった

のだった。

したがってブライトは，その政治活動の結果

を正確に予測し得なかった。彼は急進派が彼か

ら離反することも，５月のディズレーリ陣営の

強化も見通せなかった。

にもかかわらず，ブライトは1866／67年改

革問題の全登場人物の中で，自由党の中枢神経

を露くことに最も成功した議員であり，彼の意

見のいくらかを党指導者に押しつけた。さらに

よし将来再統一した自由党が残るとすれば，ブ

ライトが同党の中枢に地歩を占めるだろうこと

を議会筋に確実視せしめた。これらの諸点でブ

ライトは成功したのだった。

３officialWhigs

自由党内でブライトが勝ち取ったものを逆に

取り逃したのがホイッグ高官派（official

Whigs)である。

高官派は最初からそれを失いつつあることを

知っていた。この点で彼らは洞窟派のように予

見には失敗せず，事態の始点から全貌を識って

いた。彼らは自由党が「棒切れの大きな束が，

ばらばらになって，〔ペーマストン亡ぎ後〕これ
















